
 

 厚生労働大臣が定める掲示事項 

 龍田病院 R7. 5.1 

1. 厚生労働大臣が定める精神病棟 15 対 1入院基本料による看護を行っている保険医療機関です。 

15対 1入院基本料を届出している病棟（全病棟）では、1 日に 44人以上の看護職員（看護師及び准

看護師）が勤務しています。なお、時間帯毎の配置は次のとおりです。 

・朝 8 時 30分～夕方 17時 30分まで、看護職員 1人当たりの受け持ち数は 12人以内です。 

・夕方 17時 30 分～深夜 0 時 15分まで、看護職員 1 人当たりの受け持ち数は 22人以内です。 

・深夜 0時 15 分～朝 8 時 30分まで、看護職員 1人当たりの受け持ち数は 22人以内です。 

2. 看護配置加算を届出しており、看護職員の最小必要数の７割以上が看護師です。 

3. 看護補助加算 1を届出しており、1日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時全病棟の入院患者の

数が 30 又はその端数を増すごとに 1 に相当する数以上です。 

4. 看護補助体制充実加算１を届出しており、看護要員に対してより充実した研修を実施しています。 

5. 患者の負担による付添看護は行っていません。 

6. 入院時食事療養費(Ⅰ)の届出を行っており、管理栄養士によって管理された食事を適時 

（夕食については午後 6時以降）適温で提供しています。 

7. 療養環境加算の届出を行っており、一人当たり平均 8㎡以上の病室面積を提供しています。 

8. 精神科応急入院施設管理加算、精神科身体合併症管理加算を届出している医療機関です。 

9. 後発医薬品使用体制加算３を届出している医療機関です。 

10.医療情報取得加算 1・2を算定している医療機関です。 

11.当病院は特掲診療料として精神科作業療法、医療保護入院等診療料、外来・在宅ベースアップ評価料、

入院ベースアップ評価料(14)を届出しています。 

12.医療費の内容の分かる領収証及び個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書の無料交付を行ってい

ます。また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、明細書を無料で発行す

ることに致します。なお、明細書には使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるもので

すので、その点、御理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含

めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出ください。 

13.以下の項目の利用回数の使用量に応じて実費の負担をお願いしています。 

尚、掲載項目にない物品の持込使用については別にご相談させていただきます。 
 

項      目 金額（円） 項      目 金額（円） 

文書料 （１通）    小遣日用品管理費          １ヶ月 3,300 

普通診断書（証明書） 2,200 付添家族寝具代             １日 550 

入院証明書 5,500 特別室料(415号,515号,616号,各一床室) １日 3,300 

年金診断書 5,500 おむつ    

死亡診断書 3,300 貸布おむつ             1枚 43 

死体検案書 11,000 紙パンツ１袋(サイズ毎の入数は同意書に記載) 3,080 

生命保険診断書（入院証明書） 5,500 尿取パッドアテント（サイズ毎の入数は同意書に記載）       1,780 

裁判用診断書 簡単 5,500 紙尿取パッドスーパ(サイズ毎の入数は同意書に記載) 2,730 

        複雑 11,000 紙おむつ１袋(サイズ毎の入数は同意書に記載) 4,200 

領収書紛失による支払証明 330   

その他意見書 2,200 院外援助代行料(他科受診を除く・2時間まで) 2,500  

障害者手帳診断書 5,500 洗濯代（外部委託）               

障害者手帳申請書 2,200 洗濯外注             １ケ月 6,050 

受診状況等証明書 2,200  おむつカバーリース        １ケ月        2,340 

自立支援医療意見書 3,300    同上             １日 78 

診療情報提供基本料 3,300  コインランドリー利用        １回 100 

診療情報提供要約書 2,200 理髪代（外部委託）   

診療録等コピー  1 枚 15 丸刈り・散髪 1,430～2,060 

公的な手続き等の代行 簡単     1,100 パーマ等 3,850～8,240 

    （年金申請等）複雑 3,300 顔剃り 550～1,050 

 


